
工事名称 藤枝市郷土博物館エレベーター改修工事

工事場所 藤枝市　若王子　地内

設計年月日　令和7年4月1日

藤枝市役所財政経営部資産管理課



  工  事  概  要

  建設工事名   藤枝市郷土博物館エレベーター改修工事

  建設工事箇所  藤枝市  若王子  地内

  工    期      令和   ８年   ２月  13日まで

  工事概要      藤枝市郷土博物館のエレベーター改修工事

  特記仕様      図面に記載されていない事項は、すべて特記仕様による。

  ※工事内訳明細書に記載されている数量は参考数量である。

  ※本工事は週休２日推進工事【発注者指定型】である。

    藤枝市週休２日推進工事（建築工事）特記仕様書を参照すること。

藤枝市役所財政経営部資産管理課



1

（ 工事価格 ）

（ ）

（ ）

藤枝市役所財政経営部資産管理課



工事費内訳 2

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接工事費      

建築工事        

1   

式

計

共通費          

  共通仮設費    

1   

式

  現場管理費    

1   

式

  一般管理費等  

1   

式

計

工事価格        

1   

式

消費税等相当額  

1   消費税率 10 ％

式

工事費          

1   

式
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工事種別内訳 3

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

昇降機設備工事  

1   

式

計
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昇降機設備工事　種目別内訳 4

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

エレベーター工事

1   

式

計
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昇降機設備工事　科目別内訳 5

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接仮設        

1   

式

昇降機設備      

1   

式

計

エレベーター工事
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昇降機設備工事　細目別内訳 6

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

整理清掃後片付け

14.4 
㎡

仮設養生費      14.4㎡                          

1   
式

重機費          

1   
式

法定福利費      上記細目に含む                  

計

エレベーター工事 直接仮設
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昇降機設備工事　細目別内訳 7

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

戸開走行保護装置

巻上機          巻上機                          

1   
台

メインワイヤー  φ12㎜　3本                     

75   
ｍ

シンブルロッド  

6   
本

制御盤          

1   
台

戸開走行保護装置 論理判定装置及び付属品取付      

1   
式

地震時管制運転装

置              

地震感知器      P波　S波                        

1   
か所

予備電源装置    

1   
か所

かご操作盤      

1   
枚

乗り場操作盤    1階　2階                        

2   
か所

昇降路内の耐震対

策              

補強用ﾚｰﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ 製作費含む　7段                 

1   
式

ﾚｰﾙ継目板       製作費含む                      

1   
式

ﾛｰﾌﾟｶﾞｰﾄﾞ       

1   
式

ﾃｰﾙｺｰﾄﾞ保護線   

1   
式

釣合いおもり改修 処分費共                        

釣合いおもり枠  積層鋼板・吊車・ｶﾞｲﾄﾞｼｭｰ・ｵｲﾗｰ等

再使用                          1   
式

その他改修      

ｶｺﾞ照明LED化    

1   
式

エレベーター工事 昇降機設備

藤枝市役所財政経営部資産管理課



昇降機設備工事　細目別内訳 8

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

外部通話装置    Taro7                           

1   
式

交換工事費      処分費共                        

1   
式

法定福利費      上記細目に含む                  

計

エレベーター工事 昇降機設備
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共通仮設費(積上)　明細 9

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ       H=1.8m 柱脚固定具共             

基本料,掛払い手間,賃料          11.4 
ｍ

仮設材運搬      

1   
式

快適トイレ（仮設 基本料,賃料                     

）              2   
か所

交通誘導員      B                               

2   
人

計
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（別紙１） 

藤枝市 週休２日推進工事（建築工事）特記仕様書 [発注者指定型]  

  

１ 発注方式  

本工事は、発注者が月単位の週休２日に取り組むことを指定する週休２日推進

工事（発注者指定型）である。なお、月単位の週休２日に取り組むことを必須と

する。 

  

２ 週休２日の考え方  

⑴ 「月単位の週休２日」とは、対象期間において、全ての月で４週８休以上

の現場閉所（現場休息）を行ったと認められる状態をいう。 

⑵ 「通期の週休２日」とは、対象期間において、４週８休以上の現場閉所

（現場休息）を行ったと認められる状態をいう。  

⑶ 「対象期間」とは、工期のうち、準備期間と後片付け期間を除く期間をい

う。なお、年末年始休暇６日間、夏季休暇３日間、工場製作のみを実施して

いる期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対

象外としている内容に該当する期間、受注者の責によらず現場作業を余儀な

くされる期間などは含まない。  

⑷ 「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検等を除き、現場事務所での

作業を含めて１日を通して現場が閉所された状態をいう。  

⑸ 「現場休息」とは、分離発注工事（一つの工事現場で概ね同期間に施工さ

れる関連工事がある工事。以下同じ。）の場合に、各発注工事単位で、現場事

務所での作業を含めて１日を通して現場作業が無い状態をいう。  

⑹ 「４週８休以上」とは、以下のとおりとする。 

ア 月単位の週休２日においては、対象期間内の全ての月ごとに現場閉所

（現場休息）日数割合（以下「現場閉所（現場休息）率」という。）が２

８．５％（８日/２８日）以上の水準に達する状態をいう。ただし、土曜

日、日曜日の日数の割合が２８．５％に満たない月においては、当該月の

土曜日、日曜日の合計日数以上の現場閉所（現場休息）を行っている状態

をいう。 

イ 通期の週休２日においては、対象期間内の現場閉所（現場休息）率が２

８．５％（８日/２８日）以上の水準に達する状態をいう。 

ウ 現場休息率の算出において、現場休息の日数には現場閉所の日数を含

む。 

エ 降雨、降雪等による予定外の現場閉所（現場休息）日についても、現場

閉所（現場休息）日数に含めるものとする。 

  

３ 実施方法 

⑴ 対象期間開始前 

対象期間を受発注者間協議により設定する。 



受注者は、「現場閉所（現場休息）予定日」を記載した実施工程表等を作成

し、監督員の確認を得た上で週休２日に取り組むものとする。 

分離発注工事の場合は、受注者間で協力し、工事の進捗に影響が出ないよう

「現場閉所（現場休息）予定日」を調整した上で、実施工程表等を作成する。 

 ⑵ 対象期間中 

   受注者は、監督員が現場閉所（現場休息）の状況（実績）を確認するため

に、実施工程表等に「現場閉所（現場休息）日」を記載し、必要な都度、監督

員に提出するものとする。 

   工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度実施工程表等を提出する。 

⑶ 現場閉所（現場休息）率の確認時 

監督員は、受注者が作成する｢現場閉所（現場休息）日｣が記載された実施

工程表等により対象期間内の現場閉所（現場休息）率を算出し、現場閉所（現

場休息）率確認書を作成し、受注者に交付する。  

 

４ 工事間調整  

受注者は監督員、関連工事受注者その他関係者と協力し、一つの工事現場にお

いて、設備工事、内装工事等の後工程の適正な施工期間を考慮して、全体の工程

に遅延が生じないように、各工事間の調整を適切に実施する。  

 

５ 実施困難な場合の対応  

受注者の責めに帰すことができない理由により実施が困難な場合は、対象期間

開始前に受発注者間協議を行うこととする。  

 

６ 費用の計上  

予定価格は、月単位の週休２日を前提に以下の⑴の補正係数により労務費（予

定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲

載価格（材工単価）の労務費。以下同じ。）を補正し作成している。 

発注者は、現場閉所（現場休息）の達成状況を確認し、月単位の週休２日を満

たさない場合は、以下の⑵の補正係数に変更し、通期の週休２日に満たない場合

は補正係数を除き、請負代金額のうち労務費補正分の差額を減額変更する。 

⑴ 月単位の週休２日 補正係数 1. 0 4  

⑵ 通期の週休２日  補正係数 1. 0 2  

 

 

 

 

 

 











2024.4.1 版 

工事写真の電子データに関する特記仕様書 

 

第 1条（工事写真の提出） 

  当該工事（以下「本工事」という。）の工事写真を電子データの対象とするか否か、受注時

に発注者、受注者協議の上、選択できるものとする。対象とした場合に必要な事項を以下の

とおり定める。 

 

 第２条（工事写真） 

  工事写真は「写真管理基準」により撮影したものを指す。 

 

 第３条（電子データの作成） 

  電子データは、国土交通省版の「デジタル写真管理情報基準」に基づいて作成するものと

する。 

  

第４条（提出方法） 

  納品は要領に基づいて作成した電子データを電子媒体（ＣＤ－Ｒ）で２部提出する。 

なお、納品の際には事前にエラーチェックを行い、エラーが無いことを確認した後、ウイル

ス対策を実施したうえで納品するものとする。 

 

 第５条（定めなき事項） 

  本仕様書および共通仕様書に定めのない事項や疑義が生じた場合は、必要に応じ監督員と

協議するものとする。 



（交通誘導警備員の設計計上数量）
第１条 本工事の施工に関しては、設計書に計上した交通誘導警備員の人員を配置す

る。なお、配置場所については、監督員と協議するものとする。
（安全対策）
第２条 受注者は工事の施工に当たって交通整理を行うときは、公共工事の円滑

な執行に資することを理解し、事故のないよう適正に工事を実施しなければな
らない。
２ 受注者は、工事の施工にあたって、交通整理等を行うときは、配置人員、
配置位置及び配置期間等について、監督員と協議を行わなければならない。ま
た、計画に変更が生じた場合も同様とする。
３ 受注者は、工事の施工にあたって交通整理等を行った場合、工事完了時に
実施内容の判る写真、交通誘導警備員勤務実績表を併せて提出しなければなら
ない。

（その他）
第３条 交通誘導警備員は、原則、警備業法（昭和47年法律第１１７号一部改正平成

１６年法律第５０号）第4条による認定を受けた警備業者の警備員を配置するも
のとする。
２ 現場代理人は、交通誘導警備員について、住⺠等から意⾒があった場合
は、速やかに監督員へ報告し、協議を行うものとする。
３ 現場代理人は、交通誘導警備員の点呼を取り、交通誘導警備員の健康状態
や交通整理状況を常時把握し、以上のあるときは速やかに警備会社へ連絡し、
交替を要請するとともに、交替要員が現場に到着するまでの間、交通誘導を要
する現場作業は控えるものとする。
４ 現場代理人は、施工区域内において、複数の他工事が重複する場合は、事
故の未然防止及び安全対策に万全を期するとともに、他工事との調整等を図る
なかで、交通誘導警備員を適正に配置するものとする。

交通誘導警備員の配置に関する特記仕様書(標準)
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